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会員数（11月末現在）

男性 241名・女性 68名　計 309名

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や

か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
、
当
セ
ン
タ
ー
の

事
業
推
進
に
格
別
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
コ
ロ
ナ
の
感
染
症

法
上
の
位
置
づ
け
が
変
更
さ

れ
て
か
ら
、
当
セ
ン
タ
ー
に

お
い
て
も
、
受
注
が
少
し
ず

つ
回
復
す
る
な
ど
、
よ
う
や

く
コ
ロ
ナ
前
に
戻
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。

　

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
や

人
口
減
少
が
進
む
中
、
雇
用

形
態
や
年
齢
、
性
別
等
を
問

わ
ず
生
涯
を
通
じ
て
自
ら
働

き
方
を
選
択
で
き
る
社
会

へ
と
、
私
た
ち
の
意
識
の
変

化
や
社
会
変
革
を
求
め
る
流

れ
が
加
速
し
て
お
り
、
昨
年

十
一
月
に
施
行
さ
れ
た
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
法
は
、
セ
ン
タ
ー

の
事
業
運
営
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
社

会
情
勢
で
は
あ
り
ま
す
が
、

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、

就
業
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、

高
齢
者
の
皆
様
が
、
健
康
で

生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
実

現
し
、
地
域
の
担
い
手
と
し

て
ご
活
躍
い
た
だ
く
こ
と
で
、

少
子
高
齢
化
の
進
む
社
会
を

支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
生
涯
現
役
時
代
に

向
け
て
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
期

待
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の

期
待
に
し
っ
か
り
と
応
え
て

い
け
る
よ
う
、
令
和
七
年
も

役
職
員
は
も
と
よ
り
、
皆
様

方
と
力
を
合
わ
せ
、
魅
力
あ

る
、
そ
し
て
活
力
あ
る
セ
ン

タ
ー
づ
く
り
に
全
力
で
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

一　

令
和
六
年
度
第
一
回
理
事
会

　

令
和
六
年
五
月
十
五
日
（
水
）
令
和
六
年
度
第
一
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ

全
議
案
が
承
認
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議　

題

・
第
一
号
議
案

令
和
五
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

・
第
二
号
議
案　

令
和
五
年
度
収
支
決
算
報
告
に
つ
い
て

・
第
三
号
議
案　

新
入
会
員
の
承
認
に
つ
い
て

・
第
四
号
議
案　

功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

・
第
五
号
議
案　

総
会
の
日
程
に
つ
い
て

二　

令
和
六
年
度
第
二
回
理
事
会
（
書
面
決
議
）

　

令
和
六
年
六
月
十
四
日
（
金
）
令
和
六
年
度
第
二
回
理
事
会
を
書
面
決
議

に
て
全
提
案
事
項
全
議
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

議　

題

・
第
一
号
議
案　

新
入
会
員
の
承
認
に
つ
い
て

・
第
二
号
議
案　

会
員
会
費
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
第
三
号
議
案　

令
和
六
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

・
第
四
号
議
案　

令
和
六
年
度
収
支
予
算
（
案
）・
資
金
調
達
及
び
設
備
投
資

の
見
込
み
に
つ
い
て

　

報　

告

　

会
長
、
副
会
長
及
び
常
務
理
事
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て

　

令
和
五
年
度
事
業
の
中
間
報
告
に
つ
い
て

三　

令
和
六
年
度
第
三
回
理
事
会

　

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
（
金
）
令
和
六
年
度
第
三
回
理
事
会
が
開
催
さ

れ
全
議
案
が
承
認
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議　

題

・
第
一
号
議
案　

新
入
会
員
の
承
認
に
つ
い
て

・
第
二
号
議
案　

普
及
啓
発
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

　

報　

告

　

会
長
、
副
会
長
及
び
常
務
理
事
の
職
務
の
執
行
状
況
に
つ
い
て

　

令
和
六
年
度
事
業
の
中
間
報
告
に
つ
い
て

〇

定
時
総
会
報
告

　

令
和
六
年
度
定
時
総
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
六
月
十
九
日
（
水
）
午

後
一
時
三
十
分
か
ら
市
民
総
合
福
祉
会
館
講
習
室
に
て
木
更
津
市
長
代
理　

福
祉
部
長　

伊
藤
昌
宏
様
、
木
更
津
市
議
会
議
長　

鶴
岡
大
治
様
を
お
迎
え

し
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

功
労
者
表
彰
の
後
議
事
に
入
り
第
一
号
議
案
（
令
和
五
年
度
事
業
報
告
）

及
び
第
二
号
議
案
（
令
和
五
年
度
収
支
決
算
）
に
つ
い
て
は
一
括
審
議
と
し

鈴
木
誠
一
監
事
か
ら
監
査
報
告
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
会
員
数
二
九
四
名
、出
席
会
員
数
十
五
名
、委
任
状
及
び
書
面
議
決
数
一
八
六
名
）

　

議　

題

・
第
一
号
議
案

令
和
五
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

・
第
二
号
議
案

令
和
五
年
度
収
支
決
算
報
告
に
つ
い
て

　

報　

告

　

令
和
六
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

令
和
六
年
度
収
支
予
算
・
資
金
調
達
及
び
設
備
投
資
の
見
込
み
に
つ
い
て

新
年
の
ご
挨
拶

新
年
の
ご
挨
拶

会会 

長長 

野野 

田田 

芳芳 

久久

理
事
会
報
告

理
事
会
報
告
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
輝
か
し
い
新
春
を
お
迎
え

の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

木
更
津
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
で
は
、
「
会
員
の
ひ
と

り
一
人
が
豊
か
な
経
験
と
知
識

を
生
か
し
、
お
互
い
協
力
し
合

い
な
が
ら
、
仕
事
を
開
拓
し
、

働
く
」
と
い
う
基
本
理
念
の
も

と
、
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ

に
幅
広
く
対
応
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
会
員
皆
様
方
の
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
と
相
互
の
協
調
、
仕
事
へ

の
誠
実
な
対
応
は
も
と
よ
り
、

毎
年
着
実
に
業
績
を
積
み
重
ね

て
こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
、
心

よ
り
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
十
一
月
に
は
、

「
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取

引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
」
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
会
員
の
皆
様
は
、

一
層
法
の
保
護
を
受
け
、
安
心

・
安
全
な
就
業
環
境
が
整
備
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

高
齢
化
社
会
を
よ
り
豊
か
な

も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、

会
員
の
皆
様
が
生
き
が
い
を
持

ち
な
が
ら
、
積
極
的
に
地
域
社

会
へ
の
参
加
、
貢
献
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
、
非
常
に
重
要

で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
貴
セ
ン
タ
ー
に
は
、

活
力
あ
る
長
寿
社
会
の
原
動
力

と
し
て
、
新
規
会
員
の
確
保
・

事
業
拡
大
に
一
層
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
会
員
の

皆
様
が
働
き
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
御
尽
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
木
更
津
市
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
益
々
の
ご

発
展
と
会
員
の
皆
様
の
ご
多
幸

を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

木
更
津
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
輝
か
し
い
新
年
を
健
や

か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
か

ら
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

旧
年
中
は
、
野
田
会
長
を
は

じ
め
会
員
の
皆
様
に
は
、
私
ど

も
市
議
会
に
対
し
、
深
い
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
皆
さ
ま
に
は
、
地
域
社

会
の
発
展
と
生
活
の
豊
か
さ
の

向
上
に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
い

た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

昨
今
の
日
本
全
体
に
お
け
る

労
働
力
不
足
は
、
地
方
自
治
体

や
地
域
社
会
に
お
い
て
も
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
皆
様

の
培
わ
れ
た
経
験
と
知
識
や
技

術
を
活
か
し
た
多
岐
に
わ
た
る

活
動
が
、
社
会
全
体
の
活
力
を

支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
い
、

木
更
津
市
の
持
続
可
能
な
成
長

に
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し

て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
地
域

社
会
で
、
多
様
な
人
材
の
活
用

が
一
層
求
め
ら
れ
る
中
で
、
皆

様
が
若
い
世
代
と
と
も
に
、
今

ま
で
以
上
に
ご
活
躍
い
た
だ
く

こ
と
が
、
地
域
の
未
来
を
築
く

鍵
と
な
る
と
確
信
し
て
お
り
ま

す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
、
東
京
湾
ア

ク
ア
ラ
イ
ン
の
効
果
、
地
の
利

を
活
か
し
た
企
業
誘
致
、
都
心

に
最
も
近
い
田
舎
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
し
た
定
住
促
進
な
ど
に
よ

り
、
六
月
に
人
口
が
過
去
最
高

の
十
三
万
七
千
人
を
超
え
て
お

り
、
様
々
な
ま
ち
づ
く
り
の
取

組
の
成
果
が
表
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

一
方
、
国
内
に
目
を
向
け
ま

す
と
、
元
日
か
ら
能
登
半
島
に

お
い
て
大
規
模
地
震
が
発
生
す

る
な
ど
し
、
甚
大
な
被
害
と
な

り
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
地
域

の
一
日
も
早
い
復
興
を
願
う
ば

か
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
の
中
、
地

方
自
治
体
の
自
主
性
・
自
立
性

が
拡
大
し
て
お
り
、
二
元
代
表

制
の
一
翼
を
担
う
議
会
の
役
割

や
責
務
も
増
大
し
て
お
り
ま
す
。

加
え
て
、
国
で
は
、
十
月
の
新

政
権
発
足
に
よ
り
、
地
方
創
生

に
重
点
を
置
く
方
針
が
表
明
さ

れ
て
お
り
、
私
ど
も
市
議
会
と

し
て
も
国
の
方
針
を
追
い
風
に
、

更
な
る
本
市
の
発
展
に
向
け
、

邁
進
す
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
議
員
一
人
ひ
と
り

が
市
民
の
代
表
者
と
し
て
の
使

命
と
責
任
を
自
覚
し
、
市
民
福

祉
の
向
上
と
地
域
社
会
の
活
力

あ
る
発
展
の
た
め
に
、
様
々
な

課
題
解
決
に
努
め
る
と
と
も
に
、

透
明
性
と
信
頼
性
の
あ
る
市
議

会
運
営
を
目
指
し
て
、
誠
心
誠

意
取
り
組
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
。

新
春
に
臨
み
、
引
き
続
き
、
皆

様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
皆

様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
、
並
び

に
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

の
さ
ら
な
る
発
展
を
心
よ
り
祈

念
し
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

イオンタウン木更津朝日 アピタ木更津店

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事

業
普
及
月
間
（
十
月
一
日
～
十

月
三
十
一
日
）
に
全
国
一
斉
に

シ
ル
バ
ー
事
業
の
普
及
啓
発
事

業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、

十
月
十
五
日
（
火
）
に
ア
ピ
タ
木

更
津
店
と
、
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
木

更
津
朝
日
ご
協
力
の
も
と
二
ヶ

所
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

シ
ル
バ
ー
事
業
の
Ｐ
Ｒ
用
の

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ケ
ッ
ト
テ

ィ
ッ
シ
ュ
、
を
配
布
、
説
明
す

る
な
ど
役
員
・
職
員
総
員
九
名

で
午
前
十
時
か
ら
一
時
間
半
に

わ
た
り
、
普
及
啓
発
活
動
を
行

い
ま
し
た
。

新
年
を
迎
え
て

新
年
を
迎
え
て

　

木
更
津
市
長

木
更
津
市
長

渡渡 

辺辺 

芳芳 

邦邦

新
春
の

新
春
の

　

ご
あ
い
さ
つ

ご
あ
い
さ
つ

　

木
更
津
市
議
会
議
長

木
更
津
市
議
会
議
長

鶴鶴 

岡岡 

大大 

治治

シ
ル
バ
ー
事
業
普
及

月
間
Ｐ
Ｒ
活
動
を
実
施
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● 賛助会員様のご紹介（五十音順）

　シルバー人材センターの事業運営にご理解・ご協力を頂きこころより感謝申し上げます。
　　木更津市農業協同組合　　　　https://www.ja-kisarazu.or.jp/
　　株式会社共栄総合サービス　　http://www.kyoei-sougou-service.co.jp/

● 配分金について
　暮れから正月にかけ、各就業先、企業等は長期休暇のため、日報の回収及び集計が遅れます

ので 12 月分の配分金振込日は　令和７年１月 20 日　の予定です。
　また、令和６年中にお支払した配分金の支払証明書は、令和７年１月中旬から事務局より発

送する予定です。この配分金支払証明書は、税務署に確定申告するときに必要となります。
　ご自分の所得額を確認のうえ、配分金と合わせた所得に所得税が課税される方など、確定申
告が必要な方は所轄の税務署に確定申告をしてください。（所得税の取り扱いについては、最終
ページを参照下さい )
　所得税の申告につきまして不明な点は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

● 就業先への会員からの連絡について
　就業の依頼を事務局から受けた会員は、まず、依頼主に仕事を受けた旨の連絡をして、その後、
就業予定日などの打ち合わせを、実施するようお願いします。

● 作業日報の提出について
　作業日報については、就業終了後速やかに提出をして下さい。

　一ケ月遅れの支払いとならないように事務局への提出をお願いいたします。

● 自転車乗車用ヘルメットの着用について
　道路交通法の改正により令和５年４月 1 日から自転車利用時のヘルメットの着用が努力義務

となった事から就業時自転車を利用する場合、ヘルメットの着用をお願いします。

会員の年会費については、毎年 11 月末日までに納入することとなっております。就労して
配分金のある方は、配分金と相殺させていただいておりますが、それ以外の方で年会費が未
納の方は、直接事務局に持参いただくか、又は下記に振込みいただくようお願いします。

千葉信用金庫木更津支店 普通預金　口座番号　２８２４１３７

公益社団法人 木更津市シルバー人材センター　　　令和６年度年会費　2, 000 円
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① 日頃から健康管理に努め、常に健康な状態で就業しましょう。

② 仕事の前日は十分に睡眠を取りましょう。

③ 服装・履物・保護具はそれぞれの作業に適したものを着用しましょう。

④ 仕事を始める前には準備運動をしましょう。

⑤ 保護具や器具類は使用する前に必ず点検しましょう。

⑥ 加齢による身体の機能低下を十分に認識し、無理をしないようにしましょう。

⑦ 仕事をするときは急いだり、あわてたりせず、安全第一を心がけましょう。

⑧ 就業の場は常に整理整頓を心がけましょう。

⑨ 共同で仕事をするときは合図・連絡を正確に行いましょう。

⑩ 行き帰りも仕事のうち、交通事故に遭わないようにしましょう。

　 安全就業全国統一スローガン

　 　『 安全は 無理せず 焦らず 油断せず 』

事務局から

年会費の納入について

会員の年会費については、毎年 11 月末日までに納入することとなっております。就労して配
分金のある方は、配分金と相殺させていただいておりますが、それ以外の方で年会費が未納
の方は、直接事務局に持参いただくか、又は下記に振込みいただくようお願いします。

千葉信用金庫木更津支店 普通預金　口座番号　２８２４１３７
公益社団法人 木更津市シルバー人材センター
令和６年度年会費　2, 000 円



令和７年１月１日発行 ⑷

【背景と目的】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事
ができる環境を整えるために制定されました。フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引
を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
【適 用 対 象】
カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。請負・委任の仕事をしているシルバーの会員
もフリーランスとなりますが、会員の皆さんの働き方に特別な変更はありません。
なお、派遣で仕事をしている会員は、フリーランスではありません。（詳しくは別添え参照）

フリーランスの取引に関する新しい法律が１１月にスタート！
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● 保険の仕組み
　この傷害保険（以下「シルバー保険」という。）は、センターの会員がセンターの提供した仕事に従事し

ている間に傷害を被った場合、一定の補償を行うことをねらいとするものであって、センターの仕組みや会

員の就業の実情を考慮してつくられたものです。

　ただし、医療に関する給付（病院に支払う診療費、入院費、薬剤費等）はありません。

● ケガをした場合
　　医師の治療をうけてください。この場合、 各自の健康保険証を使っていただくことになります。

　 　ケガの状態、ケガをしたときの様子などをセンターへ報告してください。自ら報告できないときは、

そばにいる人に依頼し、必ず一報してください。

● 保　険　事　故
　シルバー保険から保険金が支払われるのは、被保険者である会員が次のからに掲げる急激かつ偶然な

外来の事故によって傷害を被った場合です。 

　 　会員がセンターから提供された仕事に従事している間（ただし、会員が自宅で仕事に従事している場

合には、事故についての第三者の証明を得ることができないため、適用除外されます。）

　　センターが会員の知識・技能の向上を目的として実施する技能講習会に出席している間

　　センターの通常又は臨時総会に出席している間（会員理事以外の理事は対象になりません。）

　　センターの設定した各種行事に参加している間

　　からまでの場所と会員の住居との間の通常の経路を往復している間

　このように、シルバー保険では、労災保険と同様に就業上の事故だけでなく、いわゆる途上の事故についても

保険給付が行われることになっています。

● 支払われる保険金の種類等
　シルバー保険で支払われる保険金の種類及び給付対象は、大部分の保険会社では以下のようになっています。

● 保　険　料　率
　シルバー保険では、会員が従事する仕事の種類や平均的な就業の日数等を十分に考慮して、保険事故に対

する危険性に見合った保険料率が設定されています。

　センターの会員が、 各種の仕事を遂行中、他人の身体、財物への賠償事故を担保する保険で、例えば、
塗装中誤ってペンキを通行人にかけてしまった、子供の世話をしていて過失によってケガをさせた、自

転車整理中、転倒させて壊してしまった、清掃中誤って物を壊した、庭木剪定中、切り落とした枝が通

行人に当たってケガを負わせたときなどに保険金が支払われることになっています。

　一般的に保険料率は上表のとおりですが、被保険者１人当たりの年間保険料は、支払われる保険金額をど

のように設定するかによって変わります。すなわち、保険金額を高くすればそれに比例して保険料も上がり、

逆に保険金額を低くすれば保険料も安くなります。

保険金の種類 保 険 金 額 保　険　給　付　対　象

１ 死 亡 保 険 金 900 万円 事故日より 180 日以内で、そのケガが原因で死亡した場合。

２ 後遺障害保険金
死亡保険金の
３％～ 100％

事故日より 180 日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた
場合。

３ 入 院 保 険 金
　  （１日当たり） 

3, 000 円
事故日より 180 日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づ
き入院した場合。ただし、180 日を限度とします。

３－⑴
　 手術保険金　　

3, 000 円　

　×所定倍率

入院保険金が支払われる場合で、所定の 73 種類の手術を受けた
場合（所定倍率は、10 倍、20 倍又は 40 倍）。ただし、180 日
以内の手術１回に限ります。

４ 通 院 保 険 金
　  （１日当たり） 

2, 000 円
事故日より 180 日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づ
き通院した場合。ただし、90 日を限度とします。 

保険金の種類 保　　　　険　　　　料 積 算 の 基 礎

死 亡・ 後 遺 障 害 9, 000, 000 円 ÷1, 000 × 0.17 ＝ 1, 530 円 1, 000 円 につき 0.17 円

入 院 3, 000 円 × 0.14 ＝　 420 円 日額１円 につき 0.14 円

通 院 2, 000 円 × 0.12 ＝　 240 円 日額１円 につき 0.12 円

計 2, 190 円

シルバー人材センター団体傷害保険シルバー人材センター団体傷害保険

シルバー人材センター総合賠償責任保険シルバー人材センター総合賠償責任保険
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　シルバー人材センターで得た配分金収入等に対する所得税の取り扱いは、 以下のとおりです。

１． 配分金収入は、所得税法上『雑所得』に区分されます。雑所得の金額は原則として雑所得の総収入金額

から必要経費を控除した額です。

　従って、配分金収入に係る必要経費の額は、65 万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を

控除とします。

２． しかし、必要経費の額が 55 万円未満の場合は ､『租税特別措置法』第 27 条の適用により、65 万円を上

限として控除します。（ただし、収入金額を限度とします）。

３． 給与収入のある会員は、最低 65 万円（ただし、収入金額を限度とします）の給与所得控除が受けられ

ますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、55 万円から給与収入を控除した残額が限度です ｡

４．公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。

《設例》あるセンターの会員（66 歳）の年間収入は次のようなものでした。

①　配分金収入　　　　52 万円（うち交通費などの必要経費 10 万円）

②　給 与 収 入　　　　18 万円（無料職業紹介事業等による短期就職期間の賃金）

③　公的年金収入　　　 150 万円

⑴（配分金収入及び給与収入に係る所得の控除）

（最低保障額）　　 （給与所得控除額）　　　　〔雑所得（配分金所得）分の最低保障額〕

550, 000 円　 －　 180,000 円　　＝　　370, 000 円

（最低保障額の残額）　（配分金収入）　　　　 〔雑所得（配分金所得）分の特例経費〕

370, 000 円　＜　  520, 000 円　　→　　370, 000 円 → 最低保障額の残額で頭打ち

　　従って、この場合　520, 000 円－ 370, 000 円＝ 150, 000 円が控除後の所得となります。 → 

⑵（公的年金収入に係る雑所得の控除）

1, 500, 000 円 × 100％ － 1, 200, 000 円 ＝ 300, 000 円

　　割合や控除額については、「公的年金等に係る雑所得の速算表」（税務署にあります）から算出してください。

　　従って、この場合 300, 000 円が控除後の所得となります。　　　　　　　　　　　　　　→ 

⑶（基礎控除）

　　配分金収入、給与収入、公的年金収入に係る所得控除後の所得合計額

　　　　　 ＋ ＝ 350, 000 円

　　　　　　　　　 （基礎控除）

350, 000 円 － 480, 000 円 ＝（マイナスとなるので０円）

　従って、この会員の場合、課税所得はないので、確定申告は必要ありません。

　なお、配分金収入、給与収入、公的年金収入以外の収入がある場合の所得控除及びその他の控除につい

ては、最寄りの税務署にお尋ねください。　※ 詳細については税務署にお問い合せ下さい。

【 必要経費の額が 5 5 万円未満の場合の例示 】

配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて


